
11 地域林業・木材産業機械設備リース導入支援事業
【１４０（１２２）百万円】

対策のポイント
木材の低コスト生産に必要となる林業機械や品質・性能の確かな木材製品

の安定供給に必要となる木材加工設備のリースによる導入を支援します。

＜背景／課題＞

・ 日本再生戦略」に掲げられている、 、「 地域に根差した農林漁業の活性化を図るため

持続的な森林経営の確立と木材の安定供給体制を構築す森林・林業分野においては、

ことが必要です。る

低コストで効率的な作業シ・このため 「森林・林業基本計画」に基づき、木材生産の、

、 を図り、地域材の利用を促進ステムの普及及び定着 効率的な加工・流通体制の整備

させる必要があります。

政策目標
高性能林業機械を使用した素材生産量の割合を向上
（４割（21年度）→６割（27年度 ））

＜主な内容＞

１．高性能林業機械リース導入支援
高性能林業機械等のリー木材生産を効率的かつ低コストで実施する上で必要となる

します。スによる導入を支援

補助率：定額

事業実施主体：全国木材協同組合連合会

２．木材加工設備リース導入支援
木材加工設備等の品質・性能の確かな木材製品を安定的に供給する上で必要となる

します。リースによる導入を支援

補助率：定額

事業実施主体：全国木材協同組合連合会

お問い合わせ先：

１の事業 林野庁経営課 （０３－３５０２－８０５５（直 ））

２の事業 林野庁木材産業課（０３－６７４４－２２９３（直 ））
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